
 

 

 

政策会議付議事案書（令和２年４月２１日） 

                       提案課名 財政課  戸籍住民課 

                       報告者名 岩渕哲朗 原田真智子 

事案名  秦野市手数料条例の一部を改正することついて 

   有 

資料 

   無 

目
的
・
必
要
性 

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

（以下「マイナンバー法」という。）が、マイナンバーカードの更なる取得促進

を目的として一部改正されたことにより、個人番号を知らせるための通知カード

を交付しなくなることに伴い、その再交付手数料に関する規定が不要となるた

め、秦野市手数料条例の一部を改正するものです。 

経
過
・
検
討
結
果 

１ 経過 

 (1) 令和元年５月３１日 

   マイナンバー法の一部改正を含む「情報通信技術の活用による行政手続等

に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため

の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正す

る法律」の公布に伴い、通知カード（マイナンバーを証明する書類として使

用することができる）が廃止されることとなり、マイナンバーカードの更な

る取得促進が図られることとなった。また、同日付けの通知（総行住第１９

号）により、個人番号の通知を通知カードによらずに行うものとする規定の

施行日は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定め

る日とされた。 

 (2) 令和２年２月２６日 

   「通知カード廃止後のマイナンバーカードの通知方法等（案）について

（総務省自治行政局）」により、政令で定める日が本年５月２５日頃である

こと、施行日以後におけるマイナンバーの通知は個人番号通知書（マイナン

バーを証明する書類として使用することができない）により行うこと等が通

知された。 

２ 検討結果 

  マイナンバー法の一部改正の施行日以後は、通知カードを交付しなくなるこ

とから、再交付手数料に係る事務は発生せず、市民生活に影響は及ばない。 

決
定
等
を
要

す
る
事
項 

 秦野市手数料条例の一部を改正し、通知カードの再交付手数料（１枚につき 

５００円）に関する規定を削除すること。 

今
後
の
取
扱
い 

 
１ 令和２年６月４日 令和２年６月第２回市議会定例会に条例改正議案を提出 

２ 令和２年６月下旬 公布の日に改正条例を施行 

 

議題１ 



議案第  号  

 

   秦野市手数料条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市手数料条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  令和２年６月  日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の

一部改正により、個人番号の通知を通知カードによらずに行うものとされたこ

とに伴い、その再交付手数料を廃止するため、改正するものであります。 

 



秦野市条例第  号  

 

秦野市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市手数料条例（平成１２年秦野市条例第４号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第１第６項を次のように改める。 

６ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）関係手数料 

  個人番号カードの再交付手数料（次に掲げる理由による再交付を除く。）

１枚につき ８００円 

 (1) 個人番号カードの追記欄の余白がなくなったこと。 

 (2) 個人番号又は住民票コードの変更により個人番号カードを返納したこと。 

 (3) 国外転出により個人番号カードを返納したこと。 

 (4) 記載事項の変更（特別養子縁組による氏名の変更又は性別の取扱いの変

更の審判による性別の変更に限る。）により個人番号カードを返納したこ

と。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第  号 秦野市手数料条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

１－５ （略） １－５ （略） 

６ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号）関係手数料 

６ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号）関係手数料 

  (1) 通知カードの再交付手数料（追記欄の余白がなくなったと

き又は個人番号若しくは住民票コードの変更若しくは国外転

出により返納したときの再交付を除く。） １枚につき 

 ５００円 

  個人番号カードの再交付手数料（次に掲げる理由による再交

付を除く。） 1 枚につき ８００円 

 (2) 個人番号カードの再交付手数料（次に掲げる理由による再

交付を除く。） １枚につき ８００円 

 (1) 個人番号カードの追記欄の余白がなくなったこと。   ア 個人番号カードの追記欄の余白がなくなったこと。 

 (2) 個人番号又は住民票コードの変更により個人番号カードを

返納したこと。 

  イ 個人番号又は住民票コードの変更により個人番号カード

を返納したこと。 

 (3) 国外転出により個人番号カードを返納したこと。   ウ 国外転出により個人番号カードを返納したこと。 

 (4) 記載事項の変更（特別養子縁組による氏名の変更又は性別

の取扱いの変更の審判による性別の変更に限る。）により個

人番号カードを返納したこと。 

  エ 記載事項の変更（特別養子縁組による氏名の変更又は性

別の取扱いの変更の審判による性別の変更に限る。）によ

り個人番号カードを返納したこと。 

７－１２ （略） ７－１２ （略） 
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   附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

  

 



                          議案第  号資料  

 

   秦野市手数料条例の一部を改正することについて 

 

１ 条例改正の背景 

  マイナンバーカードについては、国民の利便性の向上及び行政運営の簡素

化・効率化を図ることを目的として社会保障・税番号制度の導入を推進する

ため、その取得促進に努めています。 

  現在、個人番号は、氏名、住所、生年月日、性別等が記載された通知カー

ドにより通知しなければならないこととなっています。 

  しかし、更なる取得促進を図るため、令和元年５月３１日に公布された

「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに

行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技

術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」の中で、「行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が改正さ

れ、個人番号の通知を通知カードによらずに行うものとされました。 

  そこで、通知カードを紛失したこと等により再交付するときの手数料につ

いては、各自治体が条例で定めているため、秦野市手数料条例の一部を改正

するものです。 

 

２ 条例改正の概要 

  通知カードの再交付手数料として、１枚につき５００円と定めています

が、個人番号の通知を通知カードによらずに行うものとされたことに伴い、

その再交付手数料を廃止するものです。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 



総 行 住 第 １ ９ 号  
令和元年５月３１日 

 
 
 各 都 道 府 県 知 事 殿 
 各 指 定 都 市 市 長 殿 
 
 
                                総 務 省 自 治 行 政 局 長  

（ 公 印 省 略 ）    
 
 

住民基本台帳法、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務 
に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 
に関する法律の一部改正について（通知） 

 
 
 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の

簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律

等の一部を改正する法律（令和元年法律第１６号）が、本日公布されました。 
 この法律により、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）、電子署名等に係る地

方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成１４年法律第１５３号）及

び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５

年法律第２７号）がそれぞれ改正されます。これらの改正は、住民票及び戸籍の附票の

記載等に係る本人確認情報の保存及び提供の範囲の拡大、利用者証明用電子証明書の利

用方法の拡大、電子証明書及び個人番号カードの利用者への国外転出者の追加、通知カ

ードの記載事項変更手続等の廃止等の措置を講じることとしたものです。 
貴職におかれては、下記事項にご留意の上、その円滑な施行に向け、格別の配慮をさ

れるとともに、各都道府県知事におかれては、貴都道府県内の指定都市を除く市町村長

に対してもこの旨周知願います。 
なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項に基

づく技術的な助言であることを申し添えます。 
 

記 
 
第１ 住民基本台帳法の一部改正 

一 除票及び戸籍の附票の除票の保存 
      市町村長は、住民票若しくは戸籍の附票を消除したとき、又は住民票若しくは戸

籍の附票を改製したときは、その消除した住民票若しくは戸籍の附票又は改製前の

住民票若しくは戸籍の附票を保存するとともに、それらに記載されている事項の適



切な管理のために必要な措置を講じなければならないものとすること。（第１５条

の２、第２１条及び第３６条の２関係） 
  二 戸籍の附票の記載事項 
      戸籍の附票の記載事項として、出生の年月日、男女の別及び住民票コードを追加

するものとすること。（第１７条関係） 
  三 附票本人確認情報の処理及び利用等 
    １ 市町村長は、附票本人確認情報（戸籍の附票に記載されている氏名、住所、出

生の年月日、男女の別及び住民票コード並びにこれらの変更情報をいう。以下同

じ。）を都道府県知事に通知することとし、都道府県知事は、当該附票本人確認

情報を保存するとともに、地方公共団体情報システム機構（以下「機構」という。）

に通知するものとすること。（第３０条の４１～第３０条の４３関係） 
    ２ 機構は、国の機関等から国外転出者（国外に転出する旨の住民基本台帳法第２

４条の規定による届出（以下「国外転出届」という。）をしたことによりいずれ

の市町村においても住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。）に

係る事務の処理に関し求めがあったとき等は、附票本人確認情報を提供等するも

のとすること。（第３０条の４４～第３０条の４４の１２関係） 
  四 本人確認情報の提供を受けることができる事務の追加 
      酒税法第７条第１項の免許に関する事務であって総務省令で定めるもの等を、国

の機関等が本人確認情報の提供を受けることができる事務とすること。（別表第一

～別表第五関係） 
 五 その他所要の規定の整備を行うこと。 
 
第２ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部

改正 
 一 国外転出者の電子証明書に関する事項 
    １ 国外転出者は、戸籍の附票を備える市町村の市町村長を経由して、機構に対し、

署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行を申請することができるも

のとすること。（第３条の２及び第２２条の２関係） 
    ２ 機構は、国外転出届をしてから転出の予定年月日までの間に署名用電子証明書

又は利用者証明用電子証明書の発行を受けた者に係る住民票について、当該国外

転出届をしたことによる消除があったときは、署名利用者異動等失効情報又は利

用者証明利用者異動等失効情報を記録しないものとすること。（第１２条及び第

３１条関係） 
  二 特定利用者証明検証者に関する事項 
    １ 利用者証明検証者は、総務大臣の認可を受けて、利用者証明利用者本人が電子

利用者証明を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示

され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を用いる方法であって総務

省令で定めるものにより行うことができるものとすること。（第３８条の２及び

第３８条の３関係） 
    ２ 機構及び１の認可を受けた者は、当該認可を受けた者であることを示す符号の



適切な管理のために必要な措置を講じなければならないこととすること。（第４

４条及び第５１条関係） 
  三 その他 
      その他所要の規定の整備を行うこと。 
    
第３ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部

改正 
一 個人番号の通知に関する事項 

      市町村長は、個人番号の通知を通知カードによらずに行うものとすること。（第

７条関係） 
  二 国外転出者の個人番号カードに関する事項 
    １ 市町村長は、当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている国外転出者に対

し、その者の申請により、個人番号カードを交付するものとすること。（第１７

条第１項関係） 
    ２ 個人番号カードの交付を受けている者は、国外に転出をした後の当該個人番号

カードの適切な利用を確保するために必要な措置を受けるため、国外転出届と同

時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならないものとすること。

（第１７条第２項関係） 
三 その他 

その他所要の規定の整備を行うこと。 
   

第４ 施行期日等に関する事項 
一 第１から第３までの規定は、次に掲げる日から施行するものとすること。 
ア 第１の四に関する規定の一部 公布の日（令和元年５月３１日） 
イ 第１の一に関する規定 公布の日から起算して２０日を経過した日（令和元年

６月２０日） 
ウ 第１の四に関する規定の一部 交付の日から起算して９月を超えない範囲内に

おいて政令で定める日 
エ 第２の二及び第３の一に関する規定 公布の日から起算して１年を超えない範

囲内において政令で定める日 
オ 第１の二に関する規定 公布の日から起算して３年を超えない範囲内において

政令で定める日 
カ 第１の三、第２の一及び第３の二に関する規定 公布の日から起算して５年を

超えない範囲内において政令で定める日 
二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 

 
第５ その他 

一 除票及び戸籍の附票の除票の保存期間は、第１の一に関する規定の施行（公布の

日から起算して２０日を経過した日（令和元年６月２０日））に併せて、住民基本

台帳法施行令を改正し、現行の５年間から１５０年間に延長することを予定してお



ります。 
必要に応じて、住民記録システムの設定変更等に遺漏なきようお願いします。 
また、除票及び戸籍の附票の除票の適切な保存については、今般の改正の趣旨を

踏まえ、施行の日までの間においても、格別の配慮をお願いします。 
二 消除又は改製から５年を超えて保存している除票及び戸籍の附票の除票について

は、公布の日（令和元年５月３１日）から３年を超えない範囲内において政令で定

める日から、除票の写し等及び戸籍の附票の除票の写しの交付に関する住民基本台

帳法第１５条の４及び第２１条の３が適用されます。 
必要に応じて、当該日までに住民記録システムの改修等に遺漏なきようお願いし

ます。 
  なお、これは、当該日までの間、消除又は改製から５年を超えて保存している除

票及び戸籍の附票の除票について、個人情報保護条例に基づく等により個人情報保

護に配慮した上で、各市町村の判断において、除票の写し等及び戸籍の附票の除票

の写しの交付を行うことを妨げるものではありません。 
 



事 務 連 絡 

令和２年２月 26 日 

 

各都道府県社会保障・税番号制度担当課 

各指定都市社会保障・税番号制度担当課 

 

総務省自治行政局住民制度課 

 

通知カード廃止後のマイナンバーの通知の方法等（案）について 

 

 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行

政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第 16号。以下「デジ

タル手続法」という。）の一部の施行に伴い、通知カードが廃止されることとな

ります。現在想定している通知カード廃止後のマイナンバーの通知の方法等に

ついて、職務上の参考としていただくため、下記のとおりお知らせいたします。 

 各都道府県におかれては、域内の指定都市を除く市町村（特別区を含む。以下

同じ。）に対してもこの旨周知願います。 

 

記 

 

１ 施行日 

 デジタル手続法の通知カード廃止に係る規定の施行の日（以下「施行日」と

いう。）は令和２年５月 25日頃を予定していること。 

 

２ 施行日以後のマイナンバーの通知について 

⑴ 施行日以後、マイナンバーの通知は個人番号通知書（マイナンバー、氏名、

生年月日、個人番号通知書の発行の日等が記載された書面）を送付する方法

により行うこと。 

⑵ 個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できないこと

（マイナンバーを証明する書類が必要な場合、マイナンバーカードの提示

又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の提出が必要になるこ

御中 



と）。 

⑶ 氏名、住所等に変更が生じた際に個人番号通知書の記載の変更を行わな

いこと。 

⑷ 個人番号通知書は紛失時の届出を求めないこと。 

⑸ 個人番号通知書はマイナンバーカード交付時に返納を求めないこと。 

⑹ 個人番号通知書の再交付は行わないこと。 

⑺ 市町村長は、地方公共団体情報システム機構に対し、個人番号通知書に関

する以下の事務を委任することができること。 

・ 個人番号通知書、交付申請書の用紙及びこれらに関連する印刷物の作成

及び発送 

・ 個人番号通知書の作成及び発送等に関する状況の管理 

・ 個人番号通知書に係る住民からの問合せへの対応 

⑻ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律施行規則（平成 26年内閣府・総務省令第３号）第１条第２項第４号の規

定による照会回答書方式でのマイナンバーカード申請時又は交付時の本人

確認の措置について、通知カード及び個人番号カードの交付等に関する事

務処理要領（平成 27年総行住第 137号）において、本人確認を行う際に通

知カードの返納を受けた場合に限り、その場で交付申請が本人の意思に基

づくものである旨を記載した文書の提出を求めることとして差し支えない

こととされているところ、個人番号通知書の提示を受けた場合についても

同様の規定を設けること。 

 

３ 施行日以後の通知カードの取扱いについて 

⑴ 施行日以後、通知カードの交付及び再交付は行わないこと（施行日前に新

たに個人番号を指定した場合や通知カードの再交付申請を受け付けた場合

を除く）。 

⑵ 施行日以後、氏名、住所等に変更が生じた際に通知カードの記載の変更を

行わないこと。 

⑶ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成 25年法律第 27号。以下「番号利用法」という。）第７条第６項等

の規定について経過措置を設け、施行日以後も引き続き通知カードを紛失

した旨を住所地市町村長に届け出なければならないこととすること。 



⑷ 番号利用法第７条第７項等の規定について経過措置を設け、施行日以後

も引き続きマイナンバーカードの交付を受けようとする場合等には通知カ

ードを住所地市町村長に返納しなければならないこととすること。 

⑸ 番号利用法第 16条等の規定について経過措置を設け、施行日前に通知カ

ードの交付を受けた者については、当該通知カードに記載された氏名、住所

等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通

知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できることとすること。 

 

４ その他 

⑴ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワー

クシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令（平成 26年総務省令

第 85号）の題名を「行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の

提供等に関する省令」に改めること。 

⑵ 通知カード及び個人番号カードに関する技術的基準（平成 27年総務省告

示第 314号）の題名を「個人番号カード等に関する技術的基準」に改めるこ

と。 

 

 担当：総務省自治行政局住民制度課 

小泉係長、及川官、尾崎官 

電話：03-5253-5517（直通） 



 

 

政策会議付議事案書（令和２年４月２１日） 

提案課名 生涯学習課   

報告者名 五味田直史   

事案名  秦野市立桜土手古墳展示館条例の一部を改正することについて 資料 有 

目
的
・
必
要
性 

桜土手古墳展示館は、開館３０周年を迎える本年１１月に、「はだの」の歴史と文

化を楽しく学び、市内各地域の個性と魅力を多くの市民そして市外に向けて発信する

とともに、未来に記憶と記録を伝えることを目的に、桜土手古墳群及び考古専門の博

物館から、本市の歴史全般を対象とした「（仮称）はだの歴史博物館」としてリニュ

ーアルオープンを予定しています。リニューアルに伴い、施設の名称及び設置目的を

改めるとともに、字句の整理を行うため、秦野市立桜土手古墳展示館条例の一部を改

正するものです。 

経
過
・
検
討
結
果 

平成３１年  ２月  ５日    政策会議において総合的な歴史博物館への移行が決定 

令和  元年１２月１３日    秦野市文化財保護委員会に条例改正の説明及び意見聴取 

令和  ２年  １月２１日    周辺事業所への説明 

   〃       ３月３１日   堀山下自治会連合会長にリニューアルの説明 

 

決
定
等
を
要
す
る
事
項 

  秦野市立桜土手古墳展示館条例の一部を改正し、新たな施設の名称を「はだの歴史

博物館」に改め、収集等を行う資料を「秦野市桜土手古墳群」から「秦野の歴史と文

化」に拡充すること。 

今
後
の
取
扱
い 

令和２年  ５月１３日    教育委員会議にて「秦野市立桜土手古墳展示館条例の一部

を改正することについて」を議案として提出 

   〃     ６月  ４日    令和２年６月市議会第２回定例会に条例改正案を提出 

   〃     ７月      名称、展示内容の変更について、全国・県博物館協会、県

内自治体、博物館等へ通知 

   〃     ８月頃～      リニューアル準備のための臨時閉館 

 〃   １１月  １日    リニューアルオープン（条例施行日） 

 

議題２ 



議案第  号  

 

   秦野市立桜土手古墳展示館条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市立桜土手古墳展示館条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  令和２年６月  日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 秦野市立桜土手古墳展示館を総合的な歴史博物館へ移行することに伴い、施

設の名称を改め、収集等を行う資料を「秦野市桜土手古墳群」から「秦野の歴

史と文化」に拡充するとともに、字句の整理を行うものであります。 



 

秦野市条例第  号  

 

秦野市立桜土手古墳展示館条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市立桜土手古墳展示館条例（平成２年秦野市条例第１２号）の一部を次

のように改正する。 

題名を次のように改める。 

   はだの歴史博物館条例 

第１条中「秦野市立桜土手古墳展示館（以下「展示館」という。）」を「は

だの歴史博物館（以下「博物館」という。）」に改める。 

第２条第１項中「秦野市桜土手古墳群」を「秦野の歴史と文化」に、「市民

等の利用に供し、あわせて当該資料」を「市民等が利用できるようにし、併せ

てその資料」に、「展示館」を「博物館」に改め、同条第２項中「展示館」を

「博物館」に改める。 

第３条各号列記以外の部分中「展示館の入館」を「博物館への入館」に、

「命ずる」を「命じる」に改め、同条第２号中「展示館」を「博物館」に改め

る。 

第４条中「展示館」を「博物館」に改める。 

第５条本文中「展示館」を「博物館」に、「及び」を「又は」に改める。 

第６条中「施行に関し」を「施行について」に改める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年１１月１日から施行する。 

（秦野市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関

する条例の一部改正） 

２ 秦野市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関

する条例（昭和３９年秦野市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１２号を次のように改める。 

(12) はだの歴史博物館 
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議案第  号 秦野市立桜土手古墳展示館条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

網かけ部分以外は、字句の整理によるものです。 

新 旧 

はだの歴史博物館条例 秦野市立桜土手古墳展示館条例 

  

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第

１８条の規定によりはだの歴史博物館（以下「博物館」とい

う。）の設置、管理等について必要な事項を定める。 

第１条 この条例は、博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第

１８条の規定により秦野市立桜土手古墳展示館（以下「展示

館」という。）の設置、管理等について必要な事項を定める。 

（設置） （設置） 

第２条 秦野の歴史と文化に関する資料を収集し、保管し、及び

展示して市民等が利用できるようにし、併せてその資料に関す

る調査研究を行うことにより市民等の教育、学術及び文化の発

展に寄与するために博物館を設置する。 

第２条 秦野市桜土手古墳群に関する資料を収集し、保管し、及

び展示して市民等の利用に供し、あわせて当該資料に関する調

査研究を行うことにより市民等の教育、学術及び文化の発展に

寄与するために展示館を設置する。 

２ 博物館の位置は、次のとおりとする。 ２ 展示館の位置は、次のとおりとする。 

秦野市堀山下３８０番地の３ 秦野市堀山下３８０番地の３ 

（入館制限等） （入館制限等） 

第３条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、博物

館への入館を拒否し、又は退館を命じることができる。 

第３条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、展示

館の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 博物館の施設、設備及び資料を損傷するおそれがあると認 (2) 展示館の施設、設備及び資料を損傷するおそれがあると認
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めるとき。 めるとき。 

(3) （略） (3) （略） 

（入館料） （入館料） 

第４条 博物館の入館料は、無料とする。 第４条 展示館の入館料は、無料とする。 

（損害賠償等） （損害賠償等） 

第５条 入館者は、その責に帰すべき理由により博物館の施設、

設備又は資料を損傷したときは、教育長の指示に従い、これを

原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただ

し、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでな

い。 

第５条 入館者は、その責に帰すべき理由により展示館の施設、

設備及び資料を損傷したときは、教育長の指示に従い、これを

原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただ

し、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでな

い。 

（委任） （委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について

必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必

要な事項は、教育委員会規則で定める。 

  

  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和２年１１月１日から施行する。  

（秦野市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独

占的利用に関する条例の一部改正） 

 

２ 秦野市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独

占的利用に関する条例（昭和３９年秦野市条例第３３号）の一
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部を次のように改正する。 

第２条第１２号を次のように改める。  

(12)  はだの歴史博物館  

  

 



- 1 - 

 

議案第  号資料  

 

桜土手古墳展示館の総合的歴史博物館への移行に向けた 

展示構想及び施設の利用・改修について 

 

１ 展示構想について 

 (1) 展示テーマ 

「はだの」の歴史と文化 

 (2) 目的 

桜土手古墳展示館の「文化財及び歴史に関する興味と理解を深め、郷土

の文化財を未来に継承し、地域文化の発展に寄与する」という趣旨を引き

継いだうえで、「はだの」の歴史と文化を楽しく学び、市内各地域の個性

と魅力を多くの市民そして市外に向けて発信するとともに、未来に記憶と

記録を伝えることを目的とします。 

 (3) 運営の理念 

ア 地域文化を未来へ継承すること。 

「はだの」の歴史と文化に関する資料について収集・保管・調査研究

を行い、展示等の普及活動を通して未来へ継承することを目指します。 

    イ  だれもが学べる生涯学習の拠点であること。 

        だれもが楽しく学ぶことができ、「はだの」の歴史と文化の遺産を再

発見・新発見できる生涯学習の拠点としての博物館を目指します。 

    ウ  地域住民が参加し、市民文化の向上を図ること。 

地域住民が主体的に博物館活動に参加し、様々な活動を通して人生を

豊かにするとともに、自らが地域の歴史と文化を語り継ぎ、発信するこ

とを目指します。 

 

２ 施設の利用について 

 (1)  主展示スペース 

    ア  桜土手古墳群と古代人の祈り 

     (ｱ)  桜土手古墳群及び秦野市内の古墳・横穴墓から出土の遺物 

     (ｲ)  古墳時代の集落出土遺物 

(ｳ) デジタル資料の閲覧 

(ｴ)  土器等の触る展示 
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    イ  奈良・平安時代から江戸時代の「はだの」 

(ｱ)  古代や波多野一族の紹介、江戸時代の絵図や文書 

    ウ  葉タバコ耕作と秦野 

(ｱ) 葉タバコ耕作の紹介 

    エ  秦野の近代化と発展 

(ｱ) 曽屋水道の陶管、文書 

(ｲ) デジタル資料の閲覧 

    オ  映像コーナー 

   (ｱ) 桜土手古墳群の発掘から古墳公園等における保存までの歩み 

   (ｲ) 指定無形民俗文化財等の紹介等 

  カ 映像・写真で知る秦野の歴史・文化 

(ｱ) 市内の指定及び国登録文化財の紹介 

(ｲ) 地図や写真からみる街並みの変化の紹介等 

(2)  第１企画展示室（講演会室） 

      映像室を改修する第１企画展示室（講演会室）については、企画展示を

するほか、ミュージアムさくら塾等の講演会室として活用します。 

 (3)  常設展示室（第２企画展示室） 

      映像機械室を改修する常設展示室（第２企画展示室）については、通常

は考古資料及び秦野市の歴史をテーマとした通史の展示をするほか、必要

に応じて企画展示室として柔軟に使用します。 

 (4)  屋外展示（桜土手古墳公園） 

      復元古墳の解説パネルの更新を行います。 

 

３  施設の一部改修について 

    上記の展示計画に基づいた施設利用をするため、次のとおり一部改修等を

行います。 

 (1)  地下ミュージアムプロムナードを収蔵庫に改修 

      地下のミュージアムプロムナードは、バリアフリー化と来館者の誘導が

難しいため、収蔵庫に転用し、１階にある保管棚及び文化財資料の一部

を移設保管します。 

 (2)  映像コーナーの設置 

      主展示スペースの奥を映像コーナーとして使用します。 

 (3)  映像機械室を常設・企画展示室に改修 
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      映像機械室を展示室に改装するため、保管している文化財資料及び保管

棚については、すべてミュージアムプロムナードへ移設した後に、展示ケ

ース、展示パネルを設置します。 

 (4)  １階主展示スペースの改修 

桜土手古墳群の資料を展示している円形展示台及び三角ジオラマは撤去

し、柔軟な展示構成に対応するため、主展示スペースに移動式展示パネル

及び展示台を設置します。 
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政策会議付議事案書（令和２年４月２１日） 

提案課名 観光振興課 

報告者名 磯崎 篤 

事案名  「（仮称）ヤビツレストハウス」の運営方法等について 

    有 

資料 

    無 

目

的

・

必

要

性 

 交流人口の増加と市内消費を生み出し、地域所得の向上及び観光振興を図るとと

もに、アウトドア活動やグリーンツーリズムが盛んな地域イメージを確立すること

を目的に、平成３０年度から地方創生推進交付金を活用し、観光拠点施設「（仮

称）ヤビツレストハウス」の整備に向けて、秦野市ヤビツ峠周辺活性化協議会を設

置し、事業内容や運営方法について検討を進めてきました。 

 当施設については、令和３年３月にオープンする予定であることから、運営や運

営事業者の選定方法を決定するものです。 

経

過

・

検

討

結

果 

平成２９年度 「（仮称）ヤビツ山荘の再築と取組について」政策決定。 

（平成３０年１月１１日） 

平成３０年度 秦野市ヤビツ峠周辺活性化協議会（３回開催）において、事業計画

及び観光拠点施設の方向性について検討。 

令和元年度  令和２年度工事発注のための実施設計（業務委託）を実施。 

秦野市ヤビツ峠周辺活性化協議会（２回開催）において、事業内容、

運営方法及び観光拠点施設の機能について検討。 

決

定

等

を 

要

す

る

事

項 

 「（仮称）ヤビツレストハウス」の運営に向けて、次の２点を決定するもの。 

１ 運営方式については、建物賃貸借契約とすること。 

２ 運営事業者選定方法については、公募型プロポーザル方式とすること。 

 議題3 
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今

後

の

取

扱

い 

令和２年５月 部長会議に報告 

       議員連絡会に報告 

令和２年度第１回秦野市ヤビツ峠周辺活性化協議会 

      （施設の運営事業者の選定・運営方法、広報宣伝等について協議） 

  〃  ６月 入札方式による工事着工 

     ８月 公募型プロポーザル方式による運営事業者の募集開始 

  〃 １１月 運営事業者決定 

令和３年１月 整備工事完成 

〃  ３月 オープン、竣工式 
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（仮称）ヤビツレストハウスの整備内容について 

 

１ 主要用途 

  飲食店 

２ 構造 

  木造 

３ 整備地番 

  秦野市寺山字鷹採１７２４，１７２６，１７２８－１，蓑毛１１４２ 

４ 敷地面積 

  ９８４．７３㎡（容積率１００％、建ぺい率５０％） 

５ 建築面積 

  ６３．４０㎡（建築物を真上から見た面積） 

６ 延べ面積 

  ５９．２９㎡（床面積の合計） 

※ 厨房７．２９㎡、オープンスペース４２．８２㎡ 

７ 施設の特徴 

(1) 屋根：フッ素ガルバリウム鋼板 

(2) 外壁：木目調窯業系サイディング※ 

※ １０年ほどで塗装が必要。木材は３年ほどで塗装が必要であるため、維  

持管理を考慮して採用した。秦野産材は建物内のオープンスペースの腰壁 

で使用する（高さ１．１ｍ）。 

(3) 天候急変時などの避難小屋としても活用できるよう、厨房や物販スペー 

スとオープンスペースを区画できるよう、施設内にシャッターを設置して 

いる。 

 

 

 

 

 

【木目調窯業系サイディングイメージ】 

８ 歳出予算 

 (1) 総額 

   ８６，３０５，０００円 

 (2) 内訳 

ア 報償費（委員・イベントゲスト謝礼） 

    ８１１，０００円 

 資料 1―１ 
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イ 消耗品費 

    １，０００，０００円 

ウ 役務費（ＳＮＳ発信・神奈中バス車内広告） 

２，９８０，０００円 

エ 委託料（広告物制作、イベント実施） 

３，７００，０００円 

オ 工事請負費 

    ７５，８１４，０００円 

カ 備品購入費（調理器具等） 

    ２，０００，０００円 

９ 歳入予算 

 (1) 総額 

   ８６，３０５，０００円 

(2) 内訳 

ア 地方創生推進交付金（交付率１／２） 

    ４３，１５２，０００円 

イ ヤビツ峠周辺観光振興事業費補助金 

    ６，１６２，０００円 

ウ ふるさと基金繰入金 

    １５，４１５，０００円 

エ 東財産区繰入金 

    ２１，５７６，０００円 

※ 一般財源の持ち出しはなし。 

 



 

 資料 1―2 
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（仮称）ヤビツレストハウスの運営方法等について 

 

１ 運営者選定方法 

  公募型プロポーザル方式（令和２年１１月実施） 

 ※ 運営事業者は、アウトドア関連企業、山小屋経営者や地元活動団体など、 

登山・サイクリングに精通している者を想定。 

 ※ プロポーザルにおいては、ヤビツ峠への来訪者に合ったサービスに関す 

る提案や地域と一体となった観光・産業振興への貢献に関する提案を重視。 

２ 運営方法 

  建物賃貸借契約※（月４５，０００円程度を想定） 

 ※ 賃貸料については、公共施設再配置計画を考慮し、市が行うべき日常的

な維持管理コストや、中長期的な維持管理コストを見込み、持ち出しがな

いよう設定するもの。 

  建設費の回収については、地方創生推進交付金や東財産区議会からの寄付

金（繰出金）、神奈川県市町村自治基盤強化総合補助金などを活用し、一般財

源の持ち出しがないことから、賃貸料に反映させていない。 

３ オープン時期 

  令和３年３月 

４ 表丹沢魅力づくり構想における位置付け 

～表丹沢の東側の新たな拠点施設～ 

５ 主なコンセプト 

  ～サイクリストや登山者などの活動を支援する拠点～ 

６ 運営内容 

 (1) 軽食等の提供 

 (2) ヤビツ限定アウトドアグッズ等の販売 

(3) 体験プログラムの受付場所（森林セラピー体験、登山ツアー等） 

７ ターゲット別の主な活用方法 

 (1) サイクリスト 

  ・ヒルクライムのゴール地点としての休憩場所（軽食等の販売） 

  ・サイクリストの「ヤビツルール」発信（商品やチラシ等） 

  ・メンテナンスキットの貸し出しや販売 

  (2) 登山者 

  ・登山の集合、解散場所のほか、登山中の休憩場所 

  ・ヤビツ峠限定Ｔシャツの販売 

  ・ヤマビル対策設備の設置（エアーコンプレッサー等、衣服や靴に付いた 

ヤマビルを落とせる設備を検討中） 

 資料 2 
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(3) 観光客や地域住民 

 ・イベントや観光情報発信（表丹沢などのほか、近隣市町村も想定） 

 ・プチセラピー体験（ハンモックやヨガマットの貸し出しなど） 



概要 メリット デメリット

　普通財産として地方自治法第
238条の5により事業者に建物を
貸し付け、事業者が施設を運営
する賃貸借契約を締結する。

①　民間事業者のノウハウを活かした
　柔軟な運営が期待できる。
②　維持管理は施設管理者が行うため
　大きな修繕以外の経費及び事務負担
　がない。
③　運営者について、指定管理におい
　て選定できる「法人その他の団体」
　のほか個人を選定できる。

①　運営者の自由度が高いことがメリ
　ットである一方で、市の意向やこれ
　までの協議内容が１００％反映でき
　ない可能性がある。

　地方自治法第244条に規定する
「公の施設」として、同法第244
条の2第3項により、「指定管理
者」に施設の管理運営を行わせ
る。

①　市が希望する運営内容に加え、民
　間事業者のノウハウを活かした柔軟
　な運営が期待できる。
②　維持管理は施設管理者が行うため
　大きな修繕以外の経費及び事務負担
　がない。

①　条例を制定するため、運営の柔軟
　性が一部制限される。
②　運営者は、地方自治法により、
　「法人その他の団体」と定められて
　いる。

　地方自治法第244条に規定する
「公の施設」として、委託料を
支払い、施設の運営について委
託するもの。

①　市の意向やこれまでの協議内容を
　反映させた運営ができる。
②　運営者について、指定管理におい
　て選定できる「法人その他の団体」
　のほか個人を選定できる。

①　運営内容の柔軟性が高くないため
　運営者が見つかりづらい可能性があ
　る。
②　市からの委託料が入ることで、運
　営者の経営努力が損なわれる可能性
　がある。
③　売上を歳入としたいが、予測が立
　てづらい。
④　委託料・維持管理コストなど支出
　が多く、歳入額によっては、公共施
　設再配置計画の対象となる可能性が
　ある。

運営方式の検討について

運営方式 事業者選定方法

賃貸借

公募型
プロポーザル方式

指定管理

運営委託

資料３



 

- 1 - 

政策会議付議事案書（令和２年４月２１日） 

提案課名 教育総務課 保育こども園課 

報告者名 守屋 紀子 小山田 範人 

事案名 
 「公立幼児教育・保育施設のあり方」に関する基本方針（案）を策定

することについて 

    有 

資料 

    無 

目
的
・
必
要
性 

少子化と多様化する保育ニーズの影響により、公立幼稚園の園児数が減少し続けて

いる現状に加えて、令和元年１０月から幼児教育・保育の無償化が実施されたことに

より、３歳児からの幼児教育・保育施設の利用希望の増大が予測されるなど、保護者

による公立、民間も含めた施設選択に大きな影響が生じることが見込まれます。 

そのような背景のもと、公立施設の配置の見直しを行い、財源や人材の縮充によ

り、幼児教育・保育の充実を図り、持続可能な幼児教育・保育環境を整備するための

基本方針を策定するものです。 

経
過
・
検
討
結
果 

平成３１年１月    秦野市幼児教育のあり方に関する庁内検討委員会を設置（計 

１２回開催） 

令和元年８月     総合教育会議において協議 

〃 ９月     秦野市幼児教育のあり方検討懇話会を設置 

（学識経験者や民間園関係者、保護者により構成・計３回 

開催） 

  〃 １０・１１月 これからの秦野の幼児教育のあり方を検討するための保護者 

アンケートを実施 

〃 １１月    総合教育会議において協議 

令和２年１月     定例教育委員会会議において基本方針（案）を協議 

〃 ３月     定例教育委員会会議において基本方針（案）を議決 

決
定
等
を
要
す
る
事
項 

「公立幼児教育・保育施設のあり方」に関する基本方針を次のとおり定めること。 

 

１ 市内全ての幼児が質の高い教育・保育を受けることができるよう教育・保育の質

の向上を図ります。 

２ 市内の全ての子どもが希望する教育・保育を受けられるよう、民間との連携・協 

力も含め、適切な体制整備に努めます。 

３ 幼児教育・保育施設が持つ地域での役割を踏まえ、家庭・地域との連携・協働の

もと子育て支援策の充実を図ります。 

 議題４ 
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今
後
の
取
扱
い 

令和２年８月  「公立幼児教育・保育施設の運営・配置計画（仮称）案（以下「計

画（案）」という。）」を定例教育委員会会議に議案として提出 

〃     計画（案）について部長会議で報告 

〃     計画（案）について議員連絡会で報告、議員意見聴取（８月２４日

～９月３０日を予定） 

〃     計画（案）についてパブリックコメントを実施（８月２４日～９月

２３日を予定） 

〃 １１月 定例教育委員会会議に計画（案）を議案として提出 

〃     「公立幼児教育・保育施設の運営・配置計画（仮称）」策定 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

「公立幼児教育・保育施設のあり方」

に関する基本方針（案） 

 

 

 

 

 

 

本市の幼児教育は、大正２年に私立秦野幼稚園（現在の本町幼稚園）が開園

されて以来、公立園と私立園が共に幼児教育の充実・発展に取り組んできたと

いう長い歴史があります。 

しかし、近年は、少子化と多様化する保護者ニーズの影響から、公立幼稚園

の園児数は減少し続けています。また、令和元年１０月から幼児教育・保育の

無償化が実施され、３歳児からの幼児教育・保育施設の利用希望が、今後さら

に増大することが見込まれています。 

このような中で、幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎を培う大切な時期 

であることから、幼児教育の重要性を鑑み、民間との連携・協力のもと、市内

全ての子どもを対象として、持続可能な幼児教育・保育環境を整備するため、

公立の幼児教育・保育施設のあり方に関する基本方針を定めます。 

資料 



「公立幼児教育・保育施設のあり方」に関する基本方針（案） 

 

 

１ 市内全ての幼児が質の高い教育・保育を受けることができるよう教育・保育

の質の向上を図ります。 

 

ア 集団性の確保や地域との交流等により、多様な経験による学びの機会を 

提供します。 

  

イ 子どもの学びや育ちの連続性を意識しながら、公私や園種の枠を超えた 

新たな展開による園小中一貫教育を推進します。 

 

 

２ 市内の全ての子どもが希望する教育・保育を受けられるよう、民間との連 

携・協力も含め、適切な体制整備に努めます。 

 

ア 市内における教育・保育の需給バランスを考慮し、公立園の施設統合や多

様な設置主体によるこども園化など、地域の実情を踏まえた施設配置の見直

しを進めます。 

  

イ 配置の見直しに当たっては、国の制度等を活用し、財政負担に配慮しつつ、

機能の縮充を図るとともに、園小中一貫教育の推進の観点も踏まえた適正配

置に努めます。 

 

 

３ 幼児教育・保育施設が持つ地域での役割を踏まえ、家庭・地域との連携・協

働のもと子育て支援策の充実を図ります。 

 

 ア 地域の子育て支援施設として、未就園児交流等を通して、家庭生活から集

団生活への滑らかな接続を目指すとともに、公立園が今まで培ってきた地

域とのつながりを大切に、子どもたちの育ちを支援します。 


